
書類の説明


《内容説明》
・麻薬の取扱業務を廃止した場合の届出


《提出書類》
・麻薬取扱者業務（研究）廃止届
・麻薬取扱者免許証（原本）


《留意事項》
・次の場合には、廃止等の日から１５日以内に届け出てください。
（１）麻薬取扱者が当該免許の有効期間内に麻薬に関する業務（研究）を廃止した場合。
（２）麻薬施用者（研究者）が県外へ転出した場合。
（３）麻薬管理者が業務所を変更（転勤を含む。）した場合及び麻薬管理者が従事する業務所が医療法に基づき廃止された場合。
（４）麻薬取扱者が法第３条第２項各号の麻薬取扱者の資格を欠くに至った場合（麻薬卸売業者、小売業者にあっては医薬品医療機器等法に基づき当該施設が廃止された場合を含む。）。
（５）麻薬取扱者が死亡又は法人が解散した場合。

・麻薬取扱者免許証を紛失した場合は、紛失届も提出してください。

・業務廃止した日から１５日以内に届け出なかった場合は、別添様式により、遅延理由書を提出してください。

・麻薬取扱施設でなくなった場合は同時に残余麻薬届を提出してください。（※残余麻薬届の項目を別途参照してください。）また、麻薬卸売業者の廃止の場合、麻薬卸売業半期届に準じて廃止時までの取引について届け出てください。

・麻薬管理者の業務廃止により当該業務所において麻薬管理者が交代する場合は、麻薬管理引継書により報告してください。




別記第３号様式（第三条関係）
	※処理欄


麻薬（　　　）者業務（研究）廃止届
	免許証の番号
	第　　　　　号
	免許年月日
	　　　　年　　月　　日

	麻薬業務所
	所在地
	

	
	名称
	

	氏名
	

	業務(研究)廃止の事由
及びその年月日
	

	　上記のとおり、業務(研究)を廃止したので免許証を添えて届け出ます。
　　　　　　年　　月　　日
住　所
(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
　　　　　　　　　　　　　　TEL　　　-　　　-
届出義務者続柄
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(法人にあっては、名称)

　　　長崎県知事　　　　　　　　　　　様



（注意１）免許証を紛失して添付できないときは、免許証紛失届を提出すること。
（注意２）麻薬業務所でなくなった場合は、残余麻薬届の提出が必要であること。
（注意３）麻薬管理者を交代した場合は、麻薬管理引継書の提出が必要であること。
（注意４）※欄には記載しないこと。



	※
	
	※受付欄
	
	※保健所受付欄




	※処理欄


麻薬取扱者免許証紛失届
	免許証の番号
	第　　　　　号
	免許年月日
	　　　　年　　月　　日

	免許証の種類
	

	麻薬業務所
	所在地
	

	
	名称
	

	氏名
	

	免許紛失の事由
	

	　上記のとおり、免許証を紛失しましたので届け出ます。
　　　　　　年　　月　　日
住　所
（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（法人にあっては、名称）

　　　長崎県知事　　　　　　　　　　　様


（注意）※欄には記載しないこと。

	※
	
	※受付欄
	
	※保健所受付欄




	※処理欄


麻薬管理引継書
　　　　年　　月　　日

　　　　　　　年　　月　　日付で麻薬管理者を交代した件について、下記のとおり適正に
麻薬管理引継ぎを行いましたので報告します。


　  麻薬診療施設の所在地
　　　　　　　  　名  称

引渡者　麻薬免許の種類　　　　　　　　麻薬免許番号　第　　　　　号
　　　　　　  　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　

引継者　麻薬免許の種類　　　　　　　　麻薬免許番号　第　　　　　号
　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　　　　　

長崎県知事　　　　　　　　　　　様

記
【麻薬管理者を交代した時点で所有していた麻薬】
	品　　　　　　名
	数　　　量

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


（注意）※欄には記載しないこと。
	※
	
	※受付欄
	
	※保健所受付欄

	※処理欄



麻薬取扱者業務廃止届遅延理由書

　　　　年　　　月　　　日

　　長崎県知事　　　　　　　　様

麻薬業務所所在地
麻薬業務所名称
麻薬免許の種類　　　　　麻薬免許番号　第　　　　　　号
氏　　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（法人にあっては名称）

麻薬及び向精神薬取締法第７条の規定により、麻薬取扱者は麻薬に関する業務又は研究を廃止したとき、１５日以内に、免許証を添えて届け出なければならないところ、下記事由により提出が遅れました。
　今後、この様なことのないよう十分に注意いたしますのでよろしくお取り計らい下さいますようお願いいたします。
記

	遅延理由



（注意）※欄には記載しないこと。
	※
	
	※受付欄
	
	※保健所受付欄



